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令和6年度 埼玉県民間事業者
CO2排出削減設備導入補助金

【緊急対策枠】
(令和7年4月募集開始分)

交付申請 申請者マニュアル
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1．受付方法について◆申請受付期間及び注意事項(募集案内リーフレットより抜粋)

令和7年4月25日(金)～4月30日(水) ＊土日祝は除く
(受付時間：9時～17時)＊それ以外の時間は申請不可

＊申請受付期間中(4月25日(金)～4月30日(水))は、
受付を締め切りません。

＊受付期間中の申請が予算額を超えた場合は、抽選で対象者
及び補欠者を決定します。

＊予算額に達成しなかった場合は、5月1日(木)(9時～17時
(土日祝を除く))以降、予算の範囲内で原則先着順で受付を

行います。(ただし、予算額を超えた日の申請については、抽選
により対象者及び補欠者を決定します)

＊一定数の補欠者が確保できない場合は、補欠者を補充する
ための受付を行う場合があります。

※その他詳細については募集リーフレット・要綱要領をご確認ください。

◆システムのアクセスについて
申請初日の9:00はアクセスが集中することが予想されます。
自動返信メールが遅滞したりする場合もございますので、時間
を空けての申請にご協力をお願いいたします。
対象者決定方法は、原則、抽選となります。

1．受付方法について

＜参考1＞4月30日（水）に予算に達成した場合の一例
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＊補欠受付を行う場合あり

受付期間

4月25日～30日のすべての受付分について抽選

＜参考2＞5月2日（金）に予算に達成した場合の一例
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＊補欠受付を行う場合あり

受付期間

5月2日の受付分について抽選

受付期間延長
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1．受付方法について＊1回の申請にあたり、メールアドレスは1つ必要になります。
複数事業所の申請の場合については、複数のメールアドレスを
ご準備ください。

＊申請は2段階ございます。
----------

①基本情報の登録(法人/個人名・メールアドレス等の登録)
②申請書類の登録(添付ファイル等の登録)

----------
①の基本情報の登録後、ブラウザの戻るボタン等を押してしまい②
の申請画面が出てこなくなった場合、もしくは、①の登録が
終わって画面を終了してしまった場合の対処については、P.17に記
載をしております。

＊メールアドレスの誤登録には十分お気を付けください。
万が一、誤った登録をされた場合は、事務局へご連絡ください。
事務局の連絡先はP.18に記載をしております。

＊ご登録の内容を確認するための自動返信メールや事務局から
の連絡メールを受信できる必要があります。
@kintoneapp.com及び@tobutoptours.co.jpの2つ
のドメインからのメールを受信できるよう設定をお願いします。

＊基本情報の登録後、自動返信メールが届きますが、申請が集中
すると自動メールの送信遅滞が発生する場合があります。
その際、時間を空けて再度ご確認をお願いします。
また、再度同じアドレスを登録することは絶対に行わないよう
にお願いします。
＊大文字小文字は区別されませんので登録を避けるように

お願いします。
例: SAMPLE@example.com、sample@example.com

＊申請完了後、申請内容や添付資料を変更したい場合は、
【saitama-co2@tobutoptours.co.jp】宛に

メールにてご連絡をお願いします。

2．諸条件

mailto:SAMPLE@example.com
mailto:sample@example.com
mailto:saitama-co2@tobutoptours.co.jp
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2．諸条件

■エラーが発生した場合
アクセスが集中した際には、画面右上に以下のような表示が出ます。

この場合、画面を閉じてしまったり、更新(F5ボタンを)押したりせず、
そのまま数分お待ちください。
時間を空けて再度、 を押すと、次の画面に遷移します。

（例）

■閲覧終了後は必ずログアウトをしてください。
申請完了後、閲覧が終わりましたら、必ずログアウトをしてください。
＊P.15参照

2事業所以上の申請をする場合、正常な登録が
できなくなります。
必ずログアウトをし、右記のページに戻ることを
確認してください。

令和6年度埼玉県民間事業者CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】（令和7年4月募集開始分）交付申請-申請内容確認

2025-04-15 09:30
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3．ログイン

個人情報取り扱いについて、ご確認いただき
チェックボックスにチェックを入れ［次へ］

県のHP申請フォームをクリック
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4．申請者情報の登録

必要事項を入力してください。
入力したメールアドレスにメールが届きますので、
ご確認をお願い致します。

をクリック
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4．申請者情報の登録

内容を確認いただき をクリック

申請者情報の登録が完了しました。
“申請フォームはコチラ”をクリックしてください。



7

5．交付申請への移行

④メールを確認ください。

をクリックします。
受信するメールはnoreply@kintoneapp.comとなります。
＠kintoneapp.comのドメインからのメールを受信できるように設定をお願い致します。

メールの受信が遅い場合もございます。その際には数分時間をおいていただき、
それでも受信しない場合は事務局へご連絡をお願いいたします。
＊受信しない場合に、再度同じアドレスでの登録は絶対に行わないようにしてください。

①“メールアドレスでログイン”を選択。

②申請者情報登録時に登録した
メールアドレスを入力し、
送信ボタンを押す。

③ログイン通知メールが送信されます。

mailto:noreply@kintoneapp.com
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6．交付申請

以下ページに遷移します。

重要事項確認について、補助金の対象者について
ご確認いただき、チェックボックスにチェックを入れ［次へ］
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6．交付申請

以下ページに遷移します。

法人名（個人事業主は除く）、法人番号（法人の場合のみ）、
産業分類、代表者氏名（または個人事業主氏名）、
代表者フリガナ（または個人事業主フリガナ）、
E-mailアドレスは自動入力されます。

事業所名称から下の事項について入力ください。

申請額は数字のみ
「15」～「500」の数値を入力してください。
※単位は「万円」です。

申請する設備分類について選択してください。
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6．交付申請

前ページの続きです。

申請する施工内容に選択してください。

設備更新の場合は、高効率設備の区分を
選択してください。

CO2排出削減量について記載してください。
＊申請するすべての設備のCO2削減量の

合計値を記載してください。

＊対象の設備に関しての詳細は、ホームページでご確認いただけます。

＊太陽光発電・蓄電池のCO2排出削減量は、
下記「赤枠の数値」を記載
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6．交付申請

以後、ファイルの添付を作業する上での注意事項

ファイルの選択のボタンを押すことで添付ができます。

添付成功
の場合

添付失敗の
場合
エラーメッセージが出ます。

添付を削除する場合は を押してください。
その後、再度”ファイルを選択”を押すことで、
ファイルの添付ができます。

添付資料をアップロードします。
ただし、複数に分かれる場合は(２)(３)をご利用ください。

③見積書（原則２者以上）
④導入製品のカタログ等(設備更新が①「省エネ法のトップランナー基準を達成している設備」の場合は、

それが確認できるもの)
⑤高効率設備であることがわかる資料（任意様式）

（更新設備が、高効率設備のうち③「その他設備」に該当する場合）
⑥導入後の全体配置図
＊③～⑭までの添付書類は、PDFのほか、エクセルやワード、写真ファイルなど、他の形式でも

アップロードできます。

①交付申請書
②交付申請書(別紙)

県のHPよりダウンロードし、作成した申請書を
PDFにせずEXCELのままアップロード

＊赤枠の申請書部分は、
必須書類になります。

①

②

③

④

⑤

⑥
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6．交付申請

添付資料をアップロードします。
ただし、複数に分かれる場合は(２)(３)をご利用ください。

⑦登記事項証明書
発行後3ヶ月以内のもの
(個人事業主の場合）営業届出済証明書

⑧県税納税証明書の写し
発行後3ヶ月以内のもの

⑨決算報告書の写し
損益計算書、貸借対照表（直近１年分）
（個人事業主の場合）青色申告書 等（直近１年分）

＊事業所が賃貸の場合
⑩賃貸借契約書の写し
⑪所有者からの承諾書（書式は自由）

＊今回の事業をリースで行う場合
⑫リース契約書案及び料金計算書案

⑦

⑧

⑨

⑩ ⑪ ⑫

＊赤枠の申請書部分は、
必須書類になります。
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6．交付申請

添付資料をアップロードします。
ただし、複数に分かれる場合は(２)(３)をご利用ください。

⑬15年以上使用していることが確認できる資料
（例）カタログの写し、前回の施工の時期がわかるもの

製品に記載の製造年月

⑭その他には、⑬までに該当しない資料、添付しきれなかった
資料、すべての添付資料を一括ファイルで提出する場合等
に使用してください。

最後に確認事項を確認し、チェックボックスに
チェックをしてください。
①申請書に記載の申請額と、入力した申請額が一致している。
②必要書類をすべてアップロードした。

確認ボタンを押すと、再確認画面に遷移します。

＊まだ申請は完了していません。

⑬

⑭
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6．交付申請

以下、確認画面に遷移します。まだ申請は完了していません。

内容確認いただきまして、回答ボタンを押してください。
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6．交付申請

令和6年度埼玉県民間事業者CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】（令和7年4月募集開始分）交付申請-申請

申請完了後に”申請内容(赤枠)”をクリックすると、以下のページに遷移します。
画面左の緑の枠の中にあるボタンをクリックして、審査状況が「登録済」になっていることを
確認してください。

登録済

登録内容を確認できます。
なお、審査状況につきましては

コチラ
より、ご確認いただけます。
現時点では「登録済」と表示
されます。

登録済

閲覧後は、コチラのボタンをクリックし、

必ずログアウトをしてください。

最後、右図のようなページに戻ります。
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7．申請内容の確認（2回目以降）

申請完了後、登録したメールアドレスに以下のメールが届きます。

TEST 様

平素よりお世話になっております。
令和6年度埼玉県民間事業者CO2排出削減設備導入補助金事務局です。

この度は、令和6年度埼玉県民間事業者CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】（令和7年4月募集開始分）交付申請-申請に
ご回答いただきありがとうございます。

審査内容を確認したい場合は、
https://saitama-co2.viewer.kintoneapp.com/public/appviewer
からご確認いただけます。

上記、赤枠内のURLを押すと、右記の
ページに遷移しますので、再度メールア
ドレスを入力し、P.7記載の方法でログ
インをしてください。

ログイン完了後、
P.17と同様のページに遷移しますので、
同様の方法でご確認ください。

受付期間終了後、申請状況に応じて受付可能か抽選を実施するかを
決定します。

受付、抽選の有無等の情報につきましては、決まり次第メールでお知ら
せします。

また、県のホームページでも随時情報を掲載しますのでご確認ください。

https://saitama-co2.viewer.kintoneapp.com/public/appviewer
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8．申請を途中で終えてしまった場合の対応

以下のURLにアクセスしてください。
https://account.kintoneapp.com/login

ログインの流れはP.7をご参照ください。

コチラをクリック

右記ページへ遷移します。
その後の申請については、
P.8をご確認ください。

https://account.kintoneapp.com/login


18

お問い合わせ先

令和6年度埼玉県民間事業者ＣＯ２排出削減設備導入補助金【緊急
対策枠】事務局委託業者：東武トップツアーズ株式会社

●コールセンター

TEL：050-6893-6830

開設時間：平日9:00～17:00 （休み：土日祝・年末年始）

●お問い合わせ連絡先

ｓaitama-co2@tobutoptours.co.jp

運営事務局

mailto:aitama-co2@tobutoptours.co.jp

